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�愛媛県告示第１６４１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２０年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２０年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６４３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の名称を変更した旨の届出があった。

平成２０年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
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事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２０１０１３２１ 医療法人佑心會 松山市福角町甲１５８２番
地 細 田 能 希 共同生活介護 いこいの家 松山市堀江町甲１９０６番

地３
平成２０年
１１月１日

３８２０１０１３２１ 医療法人佑心會 松山市福角町甲１５８２番
地 細 田 能 希 共同生活援助 いこいの家 松山市堀江町甲１９０６番

地３
平成２０年
１１月１日

３８１０１０１０５９ 特定非営利活動法人ア
イコン

松山市東垣生町９８７－
４ 西 尾 敏 弘 就労継続支援

Ｂ型 つばさワークス 松山市祝谷東町２９１ 平成２０年
１１月１日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８１０１００６４８
社団法人松山市シ
ルバー人材センタ
ー

松山市若草町８－
３ 麻 生 俊 介 居宅介護 松山シルバー中島

居宅介護事業所
松山市中島大浦４７
６４

松山市小浜甲５５８
番地

平成２０年
９月１７日

３８１０１００６４８
社団法人松山市シ
ルバー人材センタ
ー

松山市若草町８－
３ 麻 生 俊 介 重度訪問介護 松山シルバー中島

居宅介護事業所
松山市中島大浦４７
６４

松山市小浜甲５５８
番地

平成２０年
９月１７日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名
名 称

所 在 地
変 更 前 変 更 後

３８１０３００２５５ ＮＰＯ法人結の会 宇和島市三間町増
田２０番地 稲 田 司 就労継続支援

Ｂ型
障害者労働センタ
ー・結 ゆいの里三間 宇和島市三間町増

田２０番地
平成２０年
９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２０１９号 平成２０年１１月２５日

平成２０年１１月２５日火曜日 第２０１９号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１６４５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２０年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

大洲市河辺町三嶋３２２７、３２３５

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

河辺町三嶋３２３５（次の図に示す部分に限る。）、３２２７

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市手成甲１７１の１、乙８８の１、乙８８の２、乙１３３、乙１

３７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

手成甲１７１の１・乙８８の１・乙８８の２・乙１３３（以上４

筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町寺村３００８から３０２２まで、３０２３の１、３０２６、３０４８

から３０５４まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

寺村３００８・３００９・３０１１・３０１４から３０１８まで・３０５０から３０

５３まで（以上１２筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町北表甲１８２４、甲１８２５、甲１８２９、甲１８３１、甲１８３９、

甲１８４４、乙８５４から乙８５７まで、乙８５９、乙８６０、乙８６５の１、

乙８６５の２、乙８６６の１から乙８６６の３まで、乙８６７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

北表甲１８２４・甲１８３１・甲１８４４・乙８５７（以上４筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

大洲市春賀乙１９８

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

�愛媛県告示第１６４４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止した旨の届出があった。

平成２０年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
届 出
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０５００１０２ 社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町２
丁目８番１２号 太 田 恵理子 自立訓練（生

活訓練）
生活訓練事業所あゆみ
苑

新居浜市西の土居町２
－８－１２

平成２０年
９月３０日

愛 媛 県 報平成２０年１１月２５日 第２０１９号

１２１５



次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町穂積甲３９３、甲５３７、甲５３８、甲５４０、甲５４３、

甲５４４の１、甲１２３２、乙３７３の１、乙４１３、乙４１４の１、乙４

１４の４、乙４１４の５、乙４１８

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

喜多郡内子町本川２９３３、２９３５、２９３６の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに大洲市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧

に供する。）

�������
�愛媛県告示第１６４６号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

東温市明河字塩嶽甲７５７、甲７６４、甲８４５、甲８４９、甲８５０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字塩嶽甲７５７・甲７６４・甲８４５・甲８４９・甲８５０（以上

５筆について、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

松山市津和地４７０７の１、４７０８の１、４７０９の１、４７１０の１、４７

１１の１、４７１２の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

宇和島市津島町岩松甲１２５６

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１６４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市禎瑞上部土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２０年１１月２５日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 信 雄 西条市禎瑞６８番地

〃 福 田 達 彦 西条市禎瑞１７５番地

〃 石 川 安 政 西条市禎瑞３２１番地

〃 岩 本 秀 則 西条市禎瑞３１１番地

〃 平 井 清 美 西条市禎瑞３３０番地

〃 福 田 豊 幸 西条市禎瑞５７６番地

〃 矢 野 憲 次 西条市古川乙５５番地２

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 安 藤 一 仁 西条市禎瑞６０５番地２

〃 高 橋 昇 西条市禎瑞６７６番地

〃 宮 武 益 男 西条市禎瑞６７０番地

〃 白 石 充 西条市禎瑞９２９番地

愛 媛 県 報平成２０年１１月２５日 第２０１９号

１２１６



公 告

監 査 公 表

〃 岡 本 省 三 西条市氷見丙６４番地２

〃 越 智 易 孝 西条市樋之口１０９番地

〃 高 橋 豊 重 西条市朔日市６１５番地

監 事 伊 藤 康 西条市氷見丙６５番地８

〃 黒 川 治 西条市禎瑞６１６番地

〃 井 上 一 夫 西条市禎瑞６８６番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 福 田 信 雄 西条市禎瑞６８番地

〃 福 田 達 彦 西条市禎瑞１７５番地

〃 石 川 安 政 西条市禎瑞３２１番地

〃 岩 本 秀 則 西条市禎瑞３１１番地

〃 平 井 清 美 西条市禎瑞３３０番地

〃 福 田 豊 幸 西条市禎瑞５７６番地

〃 矢 野 憲 次 西条市古川乙５５番地２

〃 伊 東 章 西条市禎瑞６１８番地

〃 安 藤 一 仁 西条市禎瑞６０５番地２

〃 高 橋 昇 西条市禎瑞６７６番地

〃 宮 武 益 男 西条市禎瑞６７０番地

〃 白 石 充 西条市禎瑞９２９番地

〃 岡 本 省 三 西条市氷見丙６４番地２

〃 越 智 易 孝 西条市樋之口１０９番地

〃 高 橋 豊 重 西条市朔日市６１５番地

監 事 伊 藤 康 西条市氷見丙６５番地８

〃 黒 川 治 西条市禎瑞６１６番地

〃 井 上 一 夫 西条市禎瑞６８６番地

�公 告

砂利採取業務主任者試験の合格者の発表について

平成２０年１１月１４日に実施した砂利採取業務主任者試験の合格者は、

次のとおりである。

平成２０年１１月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

受験番号 受験番号 受験番号

１ ２ ３

�公表第３９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年１１月２５日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

財 政 課 平成２０年１０月２４日

（監査の結果）

職員（２名）の超過勤務手当について、実績給与通知書の記載誤りに

より、計１９，６２２円（平成１９年１２月及び２０年３月分）が過支給となってい

た。

（措置の内容）

職員（２名）の超過勤務手当の過支給額については、返納処理を行い、

平成２０年９月２９日に全額返納処理が完了した。

今後は、再発防止のため、超過勤務時間の集計及び実績給与通知書の

記載内容の確認については、複数の職員で行い、また、毎月の確認を、

より徹底することとした。

�������
�公表第４０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年１１月２５日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成２０年５月１４日

（監査の結果）

子ども療育センター利用料金については、納期限内の収入確保に一層

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 分 滞納繰越分 計

１９年度 １，４５６，１４１ １８４，５０３ １，６４０，６４４
平成１９年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

１８年度 ４８２，６７８ ０ ４８２，６７８

差引増減 ９７３，４６３ １８４，５０３ １，１５７，９６６

（措置の内容）

子ども療養センター利用料金については、保護者等に対して、施設サ

ービス利用の際に利用料金自己負担の制度を十分説明するなどして、適

期収入に努めた。

また、滞納となったものについては、督促状、催告書の送付、電話催

告を実施するとともに、個別滞納表の作成により未納者の状況を把握し、

保護者等の来所機会（夜間・休日を含む）をとらえるなど重点的な納入

催告に努めた。

今後とも、利用料金の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分につ

いては、保護者等との連絡を密にするなど収入の確保に一層努めたい。

区 分

収入未済額（円）

平成１９年１２月３１
日現在

２０年度への繰越
額（１９年度末現
在）

平成２０年９月３０
日現在

１９年度分 １，４５６，１４１ １，４６４，７６５ １，１２６，８６５

滞納繰越分 １８４，５０３ １８４，５０３ １１８，４７３

計 � １，６４０，６４４ １，６４９，２６８ １，２４５，３３８

愛 媛 県 報平成２０年１１月２５日 第２０１９号

１２１７



２０年度分� － － ７７２，８３６

合計（�＋�） １，６４０，６４４ １，６４９，２６８ ２，０１８，１７４

平成２０年１１月２５日 発行

愛 媛 県 報平成２０年１１月２５日 第２０１９号

１２１８


